
   

        サ ー ビ ス 内 容 

 

 

                                  
                                       

                                    

   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    
         ご利用に際してのご見学、お問い合わせについては上記の電話へご連絡下さい。 

 

 

 

 
平成 27 年 4 月 1 日改定 

介護老人保健施設 

 ケンゆのかわ通所リハビリテーション 

事業の実施地域（旧戸井町、旧恵山町、 

旧椴法華町及び旧南茅部町を除く）の区域。 

営業時間 月曜日～金曜日（祝祭日を含む） 

（１２月３０日から１月３日までを除く）  

サービス提供時間 １０：００～１５：１５ 

 

  持ち物 

上靴 

着替え（必要時） 

昼食時のお薬 

※入浴時のシャンプー、石鹸、 

タオル類は施設にてご用意 

致します。 
 

 

 

 

 

 

体験利用は随時受け付けして 

おります。 

 

交通機関 

市電 湯の川終点  徒歩５分 

函館バス 湯倉神社 徒歩５分 

 

〒０４２－０９３２  

函館市湯の川３丁目２９番１５号 

介護老人保健施設   ケンゆのかわ    

電話（０１３８）５９－１２１１ 

ご利用に際してのご見学、お問い合わせについては 

上記の電話へご連絡下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１日の流れ 
 

 

 ９：００ 

 

１０：００ 

 

 

 

 
 

 

 

 

１１：３５ 

 

 

 

１２：１５ 
 

１４：００ 
 

１５：１５ 

 

 

お迎え  

健康チェック 

リハビリテーション 

集団レクリエー 

ション趣味活動 

（漢字クイズ   

計算問題、工作など） 

昼食 

趣味活動 

入浴 

おやつ 

帰宅 

  

社会福祉法人 函館厚生院 



 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

ゆったりとした環境に恵まれる「ケンゆのかわ」は

通所リハビリテーション、入所サービス、訪問看護 

などを併せもつ総合的な在宅支援施設です。 

【ご利用できる方】 

介護保険（介護）：要介護 1～5 に該当される方 

介護保険（予防）：要支援１・２に該当される方 
 

「ケンゆのかわ」は、ご利用者の生活能力の 

維持と回復をご家族と共に支援していきます。 

 

 

利用料金 
  要支援１  １，８８４円（月額） 

  要支援２  ３，８５９円（月額） 

 

  要介護１   ５５９円 

  要介護２   ６６６円 

  要介護３   ７７２円 

  要介護４   ８７８円 

  要介護５   ９８４円 

お食事、オヤツ代金、日用品費 １日当たり７５０円 

 

リハビリテーションマネジメント加算、 

入浴介助加算他は上記金額に加算されます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

入浴 
設備の整った浴室でゆったり入浴する事

が出来ます。（車椅子入浴可能） 

 リハビリテーション 
ご利用者の運動機能維・向上を目的として理学療法士、作業療法士、 

言語聴覚士がお一人おひとりの状態に合わせた個別リハビリテーショ

ンを計画に基づき行います。 

また、６種のトレーニングマシンを用いたパワーリハビリテーションも

行っています。 

 

くもん学習療法 
認知症予防として学習療法士による頭の体操（計算、

読み、書き）を行っています。 

ご希望の方はご相談下さい。（別途料金） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

昼食 
管理栄養士によるバランスを十分考えた 

お食事を提供致します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

送迎 
ご自宅まで送迎車で送り迎え致します。身体

の不自由な方でも安心してご利用頂けます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

レクリェーション 
余暇活動では、カラオケ、ゲーム、囲碁、 

将棋、麻雀や、手工芸等を中心に趣味活動を 

行っています。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ご利用者様が自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法士作業療法士、 

言語聴覚士等がリハビリテーションを行い、ご利用者の心身機能の維持回復を図ります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


